
２００３年４月実施｛各市町村介護保険料の「徴収猶予」「減免」｝条項等の調査結果について 

 

                                                                熊本県労働者福祉協議会 

                                                                ２００４年１月現在 

 

 熊本県労働者福祉協議会は、２００２年度の取り組みとして、２００３年４月１日の各市町村

で実施される介護保険料の見直しの時期を捉え、生活保護基準ギリギリでがんばっている第一号

被保険者の介護保険料の減免条項の制定、及び利用にあたっての一割負担の軽減を中心に、各地

区労福協をつうじ、各市町村に対し要請行動を行いました。取り組みに濃淡はあったものの、こ

の介護保険の取り組みが、今後ますます高齢社会を迎える中で重要性は増すものと考えます。 

 今回この取り組みの結果について、県内各地区労福協の協力を得、各市町村介護保険条例及び

施行規則、減免基準にかかわる条例などを入手し、整理しましたので、ここに報告いたします。 

 

 １．各市町村介護保険料の２０００年度と２００３年度比較表 

   ページ１～ページ４ 

 ２．各市町村介護保険料の負担額市町村対比表 

   ページ５～ページ７ 

 ３．各市町村介護保険料の減免条項の制定状況、施行規則の有無、減免条項の有無一覧表 

   ページ８～ページ１１ 

 ４．減免状況を制定している市町の減免条項の条例文 

   ページ１２～ページ２３ 

 

所 見（事務局長私見）                                                            

 １．県内９０市町村中、減免条項・減免基準が条例などで制定されている市町村は、１６市町村 

 であり、生活保護基準ギリギリの第２段階の介護保険料を第１段階で徴収しているのが大半で  

ある。                                                                

 ２．水俣市だけは、第１段階の老齢年金受給者を更に２分の１に（基準額の０．２５）減額して 

 いる。                                                                    

 ３．条例、施行規則に減免条項はあるものの、基準が明確になっていない市町村が、減免条項が 

 制定されている１６市町村中７市町村あり、行政の怠慢が指摘される。             

 ４．また、介護保険条例施行規則を制定していない市町村（９０市町村すべての調査は出来てい 

 ない）がかなりあり、この面からも行政の怠慢が指摘される。                    

  ５．更に、減免条項の運営はかなりシビアに行われており、申請したとしてもかなりの申請者が 

 却下されている状況にある。こうしたことを考えると、介護保険料の負担のあり方について制  

度の問題として、検討が必要といえる。 

 

 



県内圏域別各市町村の介護保険料基準額・減免条項など 
調査結果一覧表（県内９０市町村分） 

熊本県労福協 
                                                            ２００４．１．２８現在 
 
  注１．条例は介護保険条例をいい、条例に市町村独自の減免条項がある場合○、ない場合  
  ×で表示 
 注２．規則は介護保険条例施行規則をいい、施行規則の中で減免基準を定めている場合○、 
    施行規則自体を定めていない場合は×で表示。 
 注３．減免は、減免基準に関する独自の細則を定めているところは○、条例、又は規則に  
  減免条項はあるものの細則の定めがない場合は×で表示。 
 
 
【荒尾玉名】 
 

 市町村名   年額保険料    月額保険料      増 減 額  条例  規則  減免 
 荒尾市    ５２，８００     ４，４００     １，４６７   ×   
 玉名市    ５０，１６０     ４，１８０     １，０５０   ○    × 
 天水町    ４０，８００     ３，４００       ▲４４０   ×   
 玉東町    ５３，８８０     ４，４９０     １，１４０   ×   
 横島町    ４３，２００     ３，６００         ６００   ×   
 岱明町    ４６，３２０     ３，８６０         ８６０   ×   
 長洲町    ３９，６００     ３，３００         ４００   ×   
 菊水町    ５８，８００     ４，９００     １，６００   ×   ×  
 三加和町    ４６，８００     ３，９００     １，３００   ×   

 

 南関町    ３８，４００     ３，２００             ０   ×   

 

 
 
 
【鹿本】 
 

 市町村名   年額保険料    月額保険料      増 減 額  条例  規則  減免 
 山鹿市    ４２，２４０     ３，５２０         ９２０   ○   ○   × 
 菊鹿町    ３６，０００     ３，０００         ３００   ×   ×  
 鹿本町    ３６，４００     ３，０３３         １６６   ○   ×   × 
 鹿北町    ４２，０００     ３，５００         ７００   ×   ×  
 植木町    ４３，６００     ３，６３３         ５６６   ○   ×   ○ 

 

 鹿央町    ３８，８８０     ３，２４０         ２６０   ×   ×  

 

 
                                                   
 
【菊池】 
 

 市町村名   年額保険料    月額保険料      増 減 額  条例  規則  減免 
 菊池市    ４５，３００     ３，７７５         ７７５   ○    ○ 
 菊陽町    ４０，８００     ３，４００         ４００   ○    × 
 大津町    ４３，８００     ３，６５０         ８９０   ○    ○ 
 合志町    ４３，２００     ３，６００         ７００   ○    × 
 西合志町    ４４，４００     ３，７００         ８００   ○   ○  
 七城町    ３９，６００     ３，３００         ４００   ×   
 泗水町    ４０，８００     ３，４００         ４００   ○   ×   × 

 

 旭志村    ３８，４００     ３，２００         ３００   ×   ×  

 

 
 
【阿蘇】 



 
 市町村名   年額保険料    月額保険料      増 減 額  条例  規則  減免 
 南小国町    ３５，１００     ２，９２５         ２００   ×   
 阿蘇町    ４２，３６０     ３，５３０         ６８０   ○    ○ 
 一の宮町    ４２，６００     ３，５５０         ６０８   ×   
 小国町    ３６，７００     ３，０５８         ４２５   ○   ×   ○ 
 蘇陽町    ４３，２００     ３，６００         ５００   ×   
 高森町    ４０，８００     ３，４００         ６００   ×   
 産山村    ４３，２００     ３，６００         ５５８   ×   
 波野村    ３８，１００     ３，１７５         ５７５   ×   
 白水村    ４３，２００     ３，６００         ７００   ×   
 久木野村    ４７，８００     ３，９８３     １，０００   ×   
 長陽村    ４８，５００     ４，０４２     １，３００   ×   

 

 西原村    ３７，９２０     ３，１６０         １６０   ×   

 

 
 
【上益城】 
 

 市町村名   年額保険料    月額保険料      増 減 額  条例  規則  減免 
 矢部町    ４７，７６０     ３，９８０         ６００   ×   
 益城町    ４８，０００     ４，０００         ９０８   ×   
 嘉島町    ４０，８００     ３，４００         ２７０   ×   
 御船町    ４４，８００     ３，７３３         ５３３   ×   
 甲佐町    ４４，８８０     ３，７４０         ４５０   ×   

 

 清和村    ４２，９６０     ３，５８０          ６０   ×   

 

 
 
【熊本】   
 

 市町村名   年額保険料    月額保険料      増 減 額  条例  規則  減免  
 熊本市    ４８，０００     ４，０００         ７５０   ○    ○ 

 

 
 
【宇城】 
 

 市町村名   年額保険料    月額保険料      増 減 額  条例  規則  減免 

 宇土市    ４２，９００     ３，５７５         ５８３   ○    ○ 

 富合町    ４８，０００     ４，０００     １，０００   ×   

 松橋町    ４７，７００     ３，９７５     １，１７５   ×   

 豊野町    ４３，２００     ３，６００         ６００   ×   

 小川町    ４２，０００     ３，５００         ９００   ×   

 砥用町    ５７，０００     ４，７５０     １，５２４   ×   

 城南町    ４５，６００     ３，８００         ７６０   ×   

 中央町    ５４，０００     ４，５００     １，５００   ×   ×  

 三角町    ５２，０００     ４，３３３     １，５３３   ×   

 

 不知火町    ４０，０００     ３，３３３         ６３３   ×   

 

 
【天草】 
 



 市町村名   年額保険料    月額保険料      増 減 額  条例  規則  減免 

 本渡市    ３９，６００     ３，３００         ４０８   ○    ○ 

 牛深市    ３７，２００     ３，１００         １００   ×   

 五和町    ４６，７００     ３，８９２         ６３４   ×   

 大矢野町    ４３，２００     ３，６００         ６４４   ×   

 松島町    ４４，７２４     ３，７２７         ６７７   ×   

 有明町    ４６，５００     ３，８７５         ７８３   ×   

 姫戸町    ４４，５００     ３，７０８         ６７５   ×   

 龍ヶ岳町    ４５，０００     ３，７５０         ３７５   ×   

 御所浦町    ４１，４００     ３，４５０         ５５０   ×   

 倉岳町    ３７，４００     ３，１１７             ０   ×   

 栖本町    ３８，２００     ３，１８３         ３１６   ×   

 新和町    ４７，５００     ３，９５８         ９１６   ×   

 天草町    ４２，６００     ３，５５０         ３２５   ×   

 河浦町    ４６，５６０     ３，８８０         ７３０   ×   

 

 苓北町    ３９，６００     ３，３００         ３００   ×   

 

 
【八代】 
 

 市町村名   年額保険料    月額保険料      増 減 額  条例  規則  減免 

 八代市    ４５，０００     ３，７５０         ５００   ×   

 千丁町    ４１，９００     ３，４９２         ５８４   ×   

 鏡町    ４８，７００     ４，０５８     １，０２５   ×   

 竜北町    ４５，６００     ３，８００         ５８３   ×   

 宮原町    ４５，４００     ３，７８３         １００   ×   

 東陽村    ４５，０００     ３，７５０         ５３３   ×   

 坂本村    ３９，５００     ３，２９２         ４０９   ×   

 

 泉村    ３７，１００     ３，０９２         ７３４   ×   

 

 
【芦北水俣】 
 

 市町村名   年額保険料    月額保険料      増 減 額  条例  規則  減免 

 水俣市    ４２，９００     ３，５７５         ４８３   ○    ○ 

 芦北町    ４２，６００     ３，５５０         ６１７   ○   ○   × 

 田浦町    ５７，０００     ４，７５０     １，９３３   ×   ×  

 

 津奈木町    ４７，４００     ３，９５０     １，０４２   ×   

 

 
【人吉球磨】 
 



 市町村名   年額保険料    月額保険料      増 減 額  条例  規則  減免 

 人吉市    ４５，５００     ３，７９２         ７８４   ×   

 錦町    ４３，２００     ３，６００         ７００   ×   

 多良木町    ４６，８００     ３，９００     １，１００   ×   

 湯前町    ４０，８００     ３，４００         ６００   ×   

 水上村    ３７，２００     ３，１００         ３６０   ×   

 相良村    ５２，８００     ４，４００         ６００   ×   

 五木村    ３４，４４０     ２，８７０         ４１５   ×   

 山江村    ５４，０００     ４，５００     １，４００   ×   

 球磨村    ５２，８００     ４，４００     １，１００   ×   ×  

 

 あさぎり    ４５，７２０     ３，８１０  ※４月１日発足   ×   

 

 
                                                                                
※月額は年額を１２ヶ月で割った額 
※あさぎり町の旧町村の増減額は、上村５１０円、免田町８１０円、岡原村１，４１０円、 
 須恵村１，４１０円、深田村１，０９０円 
 



＜県内各市町村の介護保険料「徴収猶予」条項及び「減免」条項 
調査結果（県内９０市町村） 

 
                           熊本県労福協 

                                                            ２００４．１．２８現在 
 
一．各市町村別介護保険料「減免」条項の規定等の調査概要 
 
  １．介護保険条例に市町村独自の減免条項の規定のある市町村 
   ＜荒尾玉名＞玉名市、＜鹿本＞山鹿市、鹿本町、植木町、＜菊池＞菊池市、菊陽町、大津町、
   合志町、西合志町、泗水町、＜阿蘇＞阿蘇町、小国町、＜宇城＞宇土市、＜天草＞本渡市、 
   ＜芦北水俣＞水俣市、芦北町 
 
 ２．市町村独自の減免条項があり、施行規則、減免基準などの規定のある市町村 
   植木町、菊池市、大津町、西合志町、阿蘇町、小国町、宇土市、本渡市、水俣市、 
 
 ３．市町村独自の減免条項があるものの、施行規則、減免基準などの規程がない市町村 
   玉名市、山鹿市、鹿本町、泗水町、合志町、菊陽町、芦北町、 
 
  ４．介護保険条例に市町村独自の減免条項の規定のない市町村 
   ＜荒尾玉名＞荒尾市、天水町、玉東町、岱明町、長洲町、菊水町、三加和町、南関町、 
   横島町、＜鹿本＞菊鹿町、鹿北町、鹿央町、＜菊池＞七城町、南小国町、一の宮町、蘇陽町、
   高森町、産山村、波野村、白水村、久木野村、長陽村、西原村、旭志村、＜上益城＞矢部町、 
   益城町、嘉島町、御船町、甲佐町、清和村、＜宇城＞富合町、松橋町、豊野町、小川町、 
   砥用町、城南町、三角町、不知火町、中央町、＜天草＞牛深市、五和町、大矢野町、松島町、
   有明町、姫戸町、龍ヶ岳町、御所浦町、倉岳町、栖本町、新和町、天草町、河浦町、苓北町、
   ＜八代＞八代市、千丁町、鏡町、竜北町、宮原町、東陽村、坂本村、泉村、 
   ＜芦北水俣＞津奈木町、田浦町、＜人吉球磨＞人吉市、錦町、多良木町、湯前町、水上村、 
  相良町、五木村、山江村、あさぎり町、球磨村、 
 
 
二．＜令第３８条 保険料率の算定に関する基準＞ 
 

  令第３８条 保険料率の算定に関する基準 
  各年度における保険料率に係わる法第１２９条第二項に規定する制令で定める基準は、 
 基準額に当該年度分の保険料の賦課期日における次の各号に掲げる第１号被保険者の区分 
 に応じそれぞれ当該各号に定める標準割合（市町村が保険料を賦課する場合に通常よるべ 
 き割合であって、特別の必要があると認められる場合においては、保険料収納必要額を保 
 険料により確保することができるよう、市町村が次の各号の区分ごとの第１号被保険者の 
 見込み数等を勘案して設定する割合）を乗じて得た額であることとする。 
 一、次のいずれかに該当する者 ４分の２  
  イ、老齢福祉年金の受給権を有している者であって、次のいずれかに該当するもの（ロ 
   に該当するものを除く。） 
   (１)その属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が、当該保険料の賦課期日の属する 
    年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていない者（次号イ並びに次条 
    第一項第一号イ及び第二号イにおいて「市町村民税世帯非課税者」という。） 
   (２)要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合 
    を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの 
  ロ、被保護者 
  ハ、要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を 
   適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（イ（(１)に係わる部分を除く）、 
   次号ロ、第三号ロ又は第四号ロに該当する者を除く） 
 二、次のいずれかに該当する者 ４分の３ 
  イ、市町村民税世帯非課税者であり、かつ、前号に該当しない者 
  ロ、要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を 
   適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（前号イ(１)に係わる部分を除 
   く次号ロ、第三号ロ又は第四号ロに該当する者を除く）

  三、次のいずれかに該当する者 ４分の４



   イ、当該保険料の賦課期日の属する年度分の地方税法の規定による市町村民税が課税 
   されていない者であり、かつ、前二号のいずれにも該当しないもの 
  ロ、要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を 
   適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（第一号イ（(１)に係わる部分 
   を除く）又は次号ロに該当する者を除く。） 
 四、次のいずれかに該当する者 ４分の５ 
  イ、地方税法第２９２条第一項第十三号に規定する合計所得金額が基準所得金額未満で 
   ある者であり、かつ、前三号のいずれにも該当しないもの 
  ロ、要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を 
   適用されたならば、保護を必要としない状態となるもの（第一号イ（(１)に係わる部 
   分を除く）に該当する者を除く） 
 五、前各号のいずれにも該当しない者 ４分の６ 
 
  付則第１４３条 平成１２年度から平成１４年度までの令第３８条第６項の基準所得金 
         額額は、２５０万円とする。 

 
 
 
三．＜介護保険料徴収基準＞ 
 第１段階   老齢年金受給者・生活保護受給者・・・・・・・基準額×０．５０ 
 第２段階    市町村民税世帯非課税・・・・・・・・・・・・基準額×０．７５ 
 第３段階  市町村民税本人非課税＝所得１２５万円以下・・基準額×１．００ 
 第４段階    市町村民税本人課税＝所得２００万円以下・・・基準額×１．２５ 
  第５段階    市町村民税本人課税＝所得２００万円以上・・・基準額×１．５０ 
 
 
 
四．＜介護保険条例、保険料の「徴収猶予」条項＞ 
 
  第○○条 市町村長は、つぎの各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全 
    部又は一部を一時に納付納付することができないと認められる場合においては、納付義  
   務者の申請によって、その納付することができないと認められる金額を限度として、６   
  ヶ月以内の期間に限って徴収猶予することができる。 
  （１） 第１号被保険者の又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、
     火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損 
    害をうけたこと。  
  （２） 第１号被保険者の又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、死亡したこと、
     又はその者が心身に重大な損害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の 
    収入が著しく減少したこと。 
  （３） 第１号被保険者の又はその属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又 
    は業務の休廃止、事業に著しい損失、失業等により著しく減少したこと。 
  （４）  第１号被保険者の又はその属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、
     冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少し 
    たこと。 
  （５）その他市長村長が特に必要と認めたとき。（例文） 
 
 
五．＜介護保険条例、保険料の「減免」条項＞ 
 
  第○○条 市町村長は、つぎの各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認められる者に 
    対し、保険料を減免する。 
  （１） 第１号被保険者の又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、
     火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損 
    害をうけたこと。  
  （２） 第１号被保険者の又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、死亡したこと、
     又はその者が心身に重大な損害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の 
    収入が著しく減少したこと。 
  （３） 第１号被保険者の又はその属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又 
    は業務の休廃止、事業に著しい損失、失業等により著しく減少したこと。 



  （４）  第１号被保険者の又はその属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、
     冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少し 
    たこと。 
  （５） その他特に市町村長が必要と認めたとき。（例文） 
 
 
六．市町村独自の介護保険条例の徴収猶予条項、減免条項の条文 
 
  ＜玉名市＞ 
   保険料の減免 
    第９条 （５）その他特に市長が必要と認めたとき 
 
  ＜山鹿市＞ 
   保険料の減免 
    第１１条 （５） 前各号に掲げるもののほか、特別な事情があること。 
 
  ＜鹿本郡鹿本町＞ 
   保険料の減免 
      第１４条 （２） その他特別の事情を有する者。 
  ＜鹿本郡植木町＞ 
   保険料の減免 
      第１４条 （５） その他特別な事情があるものとして特に定めるものに該当すること。 
 
  ＜菊池市＞ 
   保険料の減免 
   第１５条 （５）前各号に定める場合のほか特に市長が必要と認める場合 
      ２ 前項の規定による保険料の減免について必要な事項は、規則で定める。 
 
  ＜菊池郡菊陽町＞ 
   保険料の減免 
    第１１条 （５）その他特別な理由があるものとして特に町長が認める者。 
 
  ＜菊池郡大津町＞ 
   保険料の減免   
   第９条 （５）令第３８条第１項第１号及び第２号に掲げる者で生活に困窮していること。 
         ただし、生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）の規定に基づく被保護者  
        を除く。 
 
  ＜菊池郡合志町＞ 
   保険料の減免 
     第１１条 （５）その他町長が認める者 
 
  ＜菊池郡西合志町＞ 
   保険料の減免  
   第１１条 （５）令第３８条第１項第１号及び第２号に掲げる者。ただし、保険料の賦課期 
          日の属する年度分の市町村民税が課されている者と生活を共にする者、又  
         その者の扶養を受けている者及び生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）  
         の規定に基づく被保護者を除く。 
 
  ＜菊池郡泗水町＞ 
   保険料の減免  
   第９条 （５）令第３８条第１項第１号及び第２号に掲げる者で生活に困窮していること。 
         ただし、生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）の規定に基づく被保護者  
        を除く。 
 
  ＜阿蘇郡阿蘇町＞ 
   保険料の徴収猶予・減免 
    第１６条 （５）前４号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項。 
 
  ＜阿蘇郡小国町＞ 



   保険料の減免 
    第１２条 （４）その他特別な事情により町長が軽減若しくは免除することが適当と認めら 
          れるもの。 
   第１２条の四 この条例の軽減若しくは免除に関する必要な事項は、町長が規則で定める。 
 
  ＜熊本市＞ 
   保険料の減免 
   第１３条 （５）その他規則で定める場合 
 
  ＜宇土市＞ 
   保険料の徴収猶予 
    第７条 （５）その他前４号に類する特別な理由があると市長が認めたとき。 
   保険料の減免 
   第８条 市長は、前条各号のいずれかに該当する者のうち特に必要があると認められるもの 
      に対 し納付義務者の申請によって、保険料を減免することができる。 
 
  ＜本渡市＞ 
   保険料の減免 
    第１４条 （５）前各号に掲げるもののほか、市長が特別な理由があると認めるとき。 
 
  ＜水俣市＞ 
   保険料の減免 
    第９条 （５）令第３８条第１項第１号に掲げる者 
 
  ＜葦北郡芦北町＞ 
   保険料の減免 
    第１１条 （５）その他特別の事情があると町長が認める場合 
 
 
七．介護保険料「減免」条項があり、施行規則で減免基準を明示している市町村 
 
  ＜菊池郡西合志町＞ 
      西合志町介護保険条例施行規則 
      ※保険料の減免基準 
    第５条 （４）条例第１１条第１項第５号に該当する者については、別表４により減免す 
          る。 
    別表第４（第５条関係）  

 第１段階の減免該当者                  第２段階の減免該当者 

  世帯員の年間収入金額の合計額   減免額 

 ①単身世帯・２人世帯→６０万円 
 ②世帯員が３人以上の世帯 
  →６０万円＋１７．５万円×（世帯人
   員－２） 

 保険料額の３分
 の２を減額（基
 準額×０．２５ 
 相当額まで軽減）

 

 保険料額の２分の１を 
 減額（基準額×０．２ 
 ５相当額まで軽減） 

 上記以外のもの 
 ①単身世帯・２人世帯→１２０万円 
 ②世帯員が３人以上の世帯 
  →１２０万円＋３５万円×（世帯人員
   －２） 

 保険料額の３分
 の１を減額（基
 準額×０．５０ 
 相当額まで軽減）

 
 
  ＜本渡市＞ 
   本渡市介護保険条例施行規則 
   ※保険料の減免 
    第３条 ２ 条例第１４条第５号の規定による保険料の減免は、条例第３条第２号に該当 
        する者であって、次のいずれにも該当するものに対して行うものとし、そのも  
       のの当該年度分の保険料の額は、本渡市介護保険条例の一部を改正する条例に   



      よる改正前の条例第３条第２号に規定する保険料の額とする。ただし、次項に    
     規定する申請書を提出した日前までに納付があった保険料については、この限     
    りではない。 
             (１) 第１号被保険者の属する世帯の実収入見込月額が（その世帯の総収入額とし、  
       収入が確実に推計できない場合であっては前３月間の平均収入月額）が別表第   
      ５により算定減免基準収入金額に満たないもの 
       (２) 保険料の賦課期日（第１号被保険者が当該賦課期日後に第１号被保険者の資 
        格を取得した場合にあっては、当該第１号被保険者が当該資格を取得した日）  
       現在において、第１号被保険者の属する世帯の世帯員全員が市町村民税非課税   
      であり、かつ、市町村民税納税者の扶養を受けていないもの 
       (３) 居住用財産を除く資産に係る固定資産税が免税点に満たないもの 
       (４) 資産等を活用してもなお生活が困窮していると認められるもの 
              別表５（第３条関係）  

          減免基準収入金額（月額）  
 世帯員数 

  家賃がある場合   家賃がない場合 

 １人     ９０，０００円     ６０，０００円 

 ２人   １２０，０００円     ９０，０００円 

 ３人   １５０，０００円   １２０，０００円 

 ４人   １８０，０００円   １５０，０００円 

 ５人   ２１０，０００円   １８０，０００円 

 

 ６人以上  世帯員の数が５人の場合の減免基準収入金額に、世帯員が１人増すごとにそれぞれ８万円を加算した額 

 

 
 
  ＜水俣市＞ 
   水俣市介護保険条例施行規則 
   ※介護保険料の減免基準 
    第５条 （４）条例第９条第１項第５号に規定する当該年度において、次のとおり減免す 
         る。（ただし、生活保護法の規定に基づく被保護者を除く）   

    区                 分   減免の割合  
 介護保険法施行令第３８条第１項第１号に掲げる者    ２分の１ 

 

 
 
  ＜葦北郡芦北町＞ 
   芦北町介護保険条例施行規則 
   ※介護保険料の減免基準 
    第５条 （４）条例第１１条第１項第５号に規定する当該年度において、別表第４により 
         減免し、又は免除する。 
     別表第４（第５条関係）  

  事         由   免除又は減免の割合  
  町長が認める特別の事情  町長が必要と認める割合

 

 
 
 
八．介護保険料「減免」条項があり、施行規則以外に減免基準がある市町村 
 
  ＜鹿本郡植木町＞ 
    植木町介護保険料減免要綱 
      ※生活困窮による減免 
     第６条 第１号被保険者の保険料の所得段階基準が第２段階であって、次の各号のいず 
       れにも該当し、かつ、保険料の納付が困難と認められる場合は、条例第４条第２  
      号に規定する額から条例第４条第１号に規定する額を減じて得た額を減額するこ  
      とができる。 
         （１）高齢者（６５歳以上の第１号被保険者をいう。以下同じ。）世帯、高齢者が障  
      害者又は就学中の児童及び生徒（中学生まで）を扶養している世帯。 
      （２）世帯の前年の収入（年金給付、給与収入、事業収入及び仕送り等）の合計が次 



       の表に基づき算定した額（以下「基準額」という）以下の収入額であること。た  
      だし、医療保険料、介護・医療利用者負担金及び家賃の支出があったときは当該   
     支出額を基準額に加算した額以下であること。  

 高齢者数   １人     ２人     ３人     ４人  イ 高齢者世 
  帯 

 基準額（前年中の収入）  950,000円  1,530,000円  2,110,000円  2,690,000円

      高齢者数 
 基準額 

   １人     ２人     ３人     ４人 

 障害者１人を扶養している場
 合基準額（前年中の収入） 

 
 1,660,000円

 
 2,240,000円

 
 2,810,000円 

 
 3,350,000円

 障害者２人を扶養している場
 合基準額（前年中の収入） 

 
 2,370,000円

 
 2,940,000円

 
 3,480,000円 

 
 4,010,000円

 ロ 高齢者が 
  障害者を扶 
  養している 
  世帯 

 障害者３人を扶養している場
 合基準額（前年中の収入） 

 
 3,064,000円

 
 3,600,000円

 
 4,140,000円 

 
 4,670,000円

      高齢者数 
 基準額 

   １人     ２人     ３人     ４人 

 小・中学生１人を扶養してい
 る場合基準額（前年中の収入）

 
 1,450,000円

 
 2,030,000円

 
 2,600,000円 

 
 3,140,000円

 小・中学生２人を扶養してい
 る場合基準額（前年中の収入）

 
 1,940,000円

 
 2,520,000円

 
 3,050,000円 

 
 3,590,000円

 ハ 高齢者が 
  小・中学生 
  を扶養して 
  いる世帯 

 小・中学生３人を扶養してい
 る場合基準額（前年中の収入）

 
 2,430,000円

 
 2,970,000円

 
 3,500,000円 

 
 4,040,000円

 

 ニ その他  （イ）前年中、国民健康保険料等の医療保険、介護・医療利用者負
   担金、家賃の支出があった時は上記の該当する基準額に加算す
   る 

 

 
          （３）町民税課税者に扶養されていないこと（同居、別居を問わない。）。 
      （４）町民税課税者と生計を共にしていないこと（別世帯であっても、居住の形態か 
       ら見て町民税が課税されている子等と生計が同一である場合は、対象外とする。）。 
      （５）町民税を課税されているものが被保険者となっている健康保険などの医療保険 
       において、被扶養者となっていないこと（同居、別居を問わない。）。 
      （６）第１号被保険者及びその世帯に属する者の預貯金等の合計額が、次の表に基づ 
       き算定した額を超えないこと。  

 高齢者数   １人     ２人     ３人     ４人  イ 高齢者世 
  帯 

 預貯金等の額   480,000円   770,000円  1,060,000円  1,350,000円

      高齢者数 
 基準額 

   １人     ２人     ３人     ４人 

 障害者１人を扶養している場
 合基準額（前年中の収入） 

 
  830,000円 

 
 1,120,000円

 
 1,410,000円 

 
 1,680,000円

 

 ロ 高齢者が 
  障害者を扶 
  養している 
  世帯 

障害者２人を扶養している場
    

 

 合基準額（前年中の収入）  1,190,000円  1,470,000円  1,740,000円  2,010,000円  

障害者３人を扶養している場
    

 

   合基準額（前年中の収入）  1,540,000円  1,800,000円  2,070,000円  2,340,000円  



      高齢者数 
 基準額 

   １人     ２人     ３人     ４人 

 小・中学生１人を扶養してい
 る場合基準額（前年中の収入）

 
  730,000円 

 
 1,020,000円

 
 1,300,000円 

 
 1,570,000円

 小・中学生２人を扶養してい
 る場合基準額（前年中の収入）

 
  970,000円 

 
 1,260,000円

 
 1,530,000円 

 
 1,800,000円

 ハ 高齢者が 
  小・中学生 
  を扶養して 
  いる世帯 

 小・中学生３人を扶養してい
 る場合基準額（前年中の収入）

 
 1,220,000円

 
 1,490,000円

 
 1,750,000円 

 
 2,020,000円

 

 ニ その他  （イ）前年中、国民健康保険料等の医療保険、介護・医療利用者負
   担金、家賃の支出があった時は上記の該当する基準額に加算す
   る 

 

 
          （７）減免申請時において、保険料の滞納がないこと。ただし、納付相談に応じて、  
      定期的に分納している者については、この限りでない。 
 
  ＜菊池市＞ 
    菊池市介護保険料の減免に関する規則 
    ※減免の要件、基準及び割合 
     第３条 （５）納付義務者の属する世帯の生活が特に困難であると市長が認めるとき 
    別表第３（第３条関係）  

  基準生活費に対する平均収入額の割合

  １００分の
 １１０未満

 １００分の
 １１０以上
 １１０分の
 １２０未満

 １００分の 
 １２０以上 
 １００分の 
 １３０未満 

 １００分の 
 １３０以上 
 １００分の 
 １４０未満 

 １００分の
 １４０以上
 １００分の
 １５０未満

 保険料の基本減免率  １００分の
 １００ 

 １００分の
 ８０ 

 １００分の 
 ６０ 

 １００分の 
 ４０ 

 １００分の
 ２０ 

 不足生活費１２箇月分及び基準 
 生活費１２箇月分以上の預貯金 
 を保有しているとき。 

 １００分の
 １００ 

 １００分の
 ８０ 

 １００分の 
 ６０ 

 １００分の 
 ４０ 

 １００分の
 ２０ 

 不足生活費１２箇月分及び基準 
 生活費９箇月分以上１２箇月分 
 未満の預貯金を保有していると 
 き。 

 １００分の
 ８０ 

 １００分の
 ６０ 

 １００分の 
 ４０ 

 １００分の 
 ２０ 

 １００分の
 ０ 

 不足生活費１２箇月分及び基準 
 生活費６箇月分以上９箇月分未 
 満の預貯金を保有していると 
 き。 

 １００分の
 ６０ 

 １００分の
 ４０ 

 １００分の 
 ２０ 

 １００分の 
 ０ 

 １００分の
 ０ 

 不足生活費１２箇月分及び基準 
 生活費３箇月分以上６箇月分未 
 満の預貯金を保有していると 
 き。 

 １００分の
 ４０ 

 １００分の
 ２０ 

 １００分の 
 ０ 

 １００分の 
 ０ 

 １００分の
 ０ 

 

 考 
 慮 
 項 
 目 

 １ 預貯 
 金保有に 
 応じて基 
 本減免率 
 を減じる 
 割合 

 不足生活費１２箇月分及び基準 
 生活費３箇月分未満の預貯金を 
 保有しているとき。 

 １００分の
 ２０ 

 １００分の
 ０ 

 １００分の 
 ０ 

 １００分の 
 ０ 

 １００分の
 ０ 

   



  不足生活費１２箇月分未満の預
 貯金を保有しているとき。 

 １００分の
 ０ 

 １００分の
 ０ 

 １００分の 
 ０ 

 １００分の 
 ０ 

 １００分の
 ０ 

 本人又は同居家族が保有してい 
 るとき。 

 １００分の３０ 

 親族が保有しているとき。  １００分の２０ 

 ２ 居住 
 用土地保 
 有に応じ 
 て基本減 
 免率を減 
 じる  本人、同居家族又は親族のいず 

 れもが保有していないとき 
 １００分の０ 

 本人又は同居家族が保有してい 
 るとき。 

 １００分の２０ 

 親族が保有しているとき。  １００分の１０ 

 ３ 居住 
 用家屋保 
 有に応じ 
 て基本減 
 免率を減 
 ずる場合  本人、同居家族又は親族のいず 

 れもが保有していないとき 
 １００分の０ 

 家賃が生活保護基準の１．３倍 
 以上１．５倍未満であるとき 

 １００分の４０ 

 家賃が生活保護基準の１．１倍 
 以上１．３倍未満であるとき 

 １００分の２０ 

 ４ 高額 
 家賃住宅 
 居住に応 
 じて基本 
 減免率を 
 減じる割 
 合  家賃が生活保護基準の１．１倍 

 未満であるとき 
 １００分の０ 

 生命保険料が介護保険料より高 
 いとき 

 １００分の２０ 

 生命保険料が介護保険料より低 
 いとき 

 １００分の１０ 

 ５ 生命 
 保険加入 
 に応じて 
 基本減免 
 率を減ず 
 る場合 

 生命保険に加入していないとき  １００分の０ 

 主としてレジャーその他の理由 
 で自動車を使用しているとき 

 １００分の２０ 

 主として代替制の交通手段のあ 
 る通勤・通院のために使用して 
 いるとき 

 １００分の１０ 

  

 ６ 自動 
 車を保有 
 している 
 場合にお 
 いて、そ 
 の使途に 
 応じて基 
 本減免率 
 を減ずる 
 割合 

 主として自営のため使用してい 
 るとき又は代替制のない通勤・ 
 通院に使用しているとき 

 １００分の０ 

 
    １．「基準生活費」とは、生活保護法による保護の基準（昭和３８年厚生省告示第１５８ 
    号）に基づいて算出した月額をいう。 
    ２．「平均収入額」とは、第５条第１項に規定する介護保険料減額・免除申請書の提出が 
    あった日の属する月の前３箇月間における収入月額（生活保護法による保護の実施要領  
   について(昭和３６年厚生省発社第１２３号厚生事務次官通知)第７(収入の認定)に規定   
  する収入の額をいう）の平均額をいう。 
    ３．「不足生活費」とは、基準生活費から平均収入額を減じて得た額をいう。 
    ４．本表における減免率は、基準生活費に対する平均収入額の割合に該当する保険料の基 
    本減免率から考慮項目の各項目に該当する率を減じた率とする。 
 
  ＜菊池郡大津町＞ 
     大津町介護保険料減免取扱要綱 



    ※生活保護を受けない要保護者の減免 
     第８条 条例第９条第１項第５号に該当する者で、生活保護法第６条第２項に規定する 
       要保護者であって生活保護を受けていないため、特に生活が困難であるものにつ  
      いては次の表の区分に応じ介護保険料を減免することができる。  

 減免基準額に対する収入額の割合（％）  減免率  第３段階に対する割合

 ９０以上１００未満  第１段階の３割引  ０．３５ 

 ８０以上９０未満  第１段階の５割引  ０．２５ 

 

 ８０未満  第１段階の７割引  ０．１５ 
 
        １．「減免基準額」とは生活保護法による保護の基準別表第１生活扶助基準、別表第２  
    教育扶助基準、別表第３住宅扶助基準、別表第４医療扶助基準及び別表第５介護扶助   
   基準に基づいて算出された月額の合計額に１２を乗じた額をいう。 
     ２．「収入額」とは当該年中の各月のの収入月額（生活保護法による保護の実施要領に 
     ついて第７（収入の認定）に規定する収入の額をいう）の合計額（年額）をいう。 
     ３．「第１段階」は介護保険法施行令第３８条第１項第１号に掲げる標準割合（４分の 
     ２）をいう。同じく「第３段階」とは、同令同条同項第３号に掲げる標準割合（４分  
    の４）をいう。 
     第１６条 この要綱に定めるもののほか、介護保険料の減免について必要な事項は、別 
        に定める。 
    ※減免要綱第８条の事務処理基準（要綱第１６条により、別に定めた基準）  

 番号    項目名                  事務処理基準 

  １  資産について  ・基本的に生活保護基準に準じるため、資産形成は原則認めら 
  れない。 
 ・自動車は原則認められない。 
 ・預貯金は、被保険者一人につき１２０万円以下ならば認めら 
  れる。 
 ・居住用の持ち家（自己所有マンションを含む）は、通常の生 
  活を営むのに必要な程度のものであれば認められる。 
 ・居住用以外の資産（貸家、貸地、田畑等）を所有している場 
  合は、原則認められない。但し、事故消費用の農作物をつく 
  る程度の田畑については認められる。 

  ２  基準額について  ・生保基準に準じるが、１２を乗じて年額を算定する。 
 ・借家（アパート）は家賃が月額４万円未満を加算の条件とし 
  て２６，２００円を限度に加算する。 
 ・４万円以上ならば、基準額に２６，２００円を加算しない。 
 ・家賃の額については、家賃証明書等で確認する。 

  ３  収入額について  ・生保基準に準じるが、当該年中の各月の収入月額の合計見込 
  額（年額）で算定する。 
 ・仕送り、援助の有無及び金額を把握する。 
 ・扶養義務者がいるにもかかわらず、仕送り等がない場合は、 
  その理由も聞き取ること。 
 ・金額については、年金等決定通知書等により確認する。 

  ４  世帯について  ・住基の世帯に合わせる。 

 

  ５  確認の調査につ 
 いて 

 ・面談による口頭確認を行うが、単に被保険者からの申し出だ 
  けによる判断をせず、客観的な事実と現況を確認する。 
 ・確認に当たっては、調査同意書の提出を受け、特に被保険者 
  が過去３年の間に住民税を課税されたことがある場合には、

 

    関係機関への預貯金調査を行うものとする。また、訪問調査 
 等についても必要に応じて実施する。 

 

  ６  処理期限につい 
 て 

 ・３０日間 

 



 
 
 
  ＜阿蘇郡阿蘇町＞ 
    阿蘇町介護保険料の減免に関する規則（平成１５年４月１日規則第６号） 
    ※特別な理由 
     第３条 前条第５号に規定する特別な理由は、次に掲げるものとする。 
      （１） 第１号被保険者が、介護保険法第６３条の規定により保険給付の制限を受け 
        るとき。 
        ※介護保険法第６３条 保険給付の制限 
          監獄、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁された者については、その期 
        間に係る介護給付等は、行わない。 
      （２） 第１号被保険者が条例第８条第２号（２段階）に該当し、かつ、別表１に定 
        めるすべての要件に該当するとき。 
       別表１（第３条関係）  

 番号       要                       件 

  １  介護保険料の賦課期日の属する年度分の地方税法の規定による市町村民 
 税を課税される者と生計を共にしていない者 

  ２  第１号被保険者と家族（以下当該世帯という）に前年の所得がない。も 
 しくは今年１年間の見込みがない 

  ３  世帯の年間収入金額が１２０万円以下であり（世帯３人以上の場合は１ 
 人当たり３５万円加算）、かつ、第１号被保険者の前年度収入額が老齢 
 福祉年金相当額の４２万円以下の者 

 

  ４  資産を活用してもなお、生活が困窮している状態にあること 
 
    ※減免の基準など 
     第４条 介護保険料の減免の基準、割合、期間、及び申請期限は、別表２によるものと 
       する。 
       別表２（第４条関係）  

 介護保険料減 
 免基準区分 

 減免の基準  減免の割合  減免の期間 

 第３条第１号 
 に規定する特 
 別な理由があ 
 ると認められ 
 る者 

 第１号被保険者 
 が、介護保険法第
 ６３条の規定によ
 り保険給付の制限
 を受けるとき。 

 その事実が発生した
 日の属する月から、
 その適用を受ける期
 間に係る介護保険料
 を全額免除する 

 当該事由の発生した
 日の属する月からそ
 の事由が消滅した日
 の属する月の前月ま
 でとする。ただし保
 険給付制限が一月を
 越える場合に限る 

 

 第３条第２号 
 に規定する特 
 別な理由があ 
 ると認められ 
 る者 

 第１号被保険者が
 条例第８条の２号
 に該当しかつ、生
 活困窮者と認めら
 れるとき 

 申請のあった日の属
 する月から当該年度
 末までの期間に係る
 介護保険料の１／３
 に相当する額を免除
 する(1/6納付） 

 申請のあった月から
 当該年度末までとす
 る。 

 
 
  ＜阿蘇郡小国町＞ 
      小国町介護保険料軽減措置実施要項 
    ※対象者 
     第２条 小国町介護保険条例第１２条第４項で定める特別な事情はつぎに掲げるものと
        する。 
       （１） 第１号被保険者が介護保険条例第３条第１項第２号に該当しかつ次のすべ 



         てに該当するものであること。 
         ア．本人の年間収入が当該年度に支給される老齢福祉年金の年間支給総額以下 
         であること。 
         イ．市区町村民税課税者に扶養されていないこと。 
         ウ．市区町村民税課税者と生計を共にしていないこと。 
         エ．資産等を活用してもなお生活が困窮している状態にあること。 
    ※軽減措置の内容 
     第３条 第２段階の保険料（基準額×０．７５）を第１段階（基準額×０．５）に軽減 
 
 
  ＜熊本市＞ 
    熊本市介護保険法等の施行に関する規則 
    ※減免の基準等 
     第１３条 条例第１３条の規定による保険料の減免は、次の各号に掲げる事由に応じ、 
        当該各号に定める基準により行うものとする。 
        ２ 条例第１３条第１項第５号に規定する規則で定める場合は、次の各号に掲げ 
        る場合とし、各号の定めるところにより、保険料の減免を行うものとする。 
         (１) 第１号被保険者が監獄、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁された 
          場合当該拘禁の期間に係る保険料全額の免除。 
         (２)  第１号被保険者が条例第３条第１項第２号に該当する場合であって、生 
          活保護法の保護基準を参酌して市長が生活に困窮していると認める場合  
          条例第３条第１項第１号に定める額に相当する額に減額 
    熊本市介護保険料減免取扱要綱 
    ※対象者 
     第２条２．規則第１３条２項第２号に規定する「市町が生活に困窮していると認める者」
         は、次の各号のいずれにも該当する第１号被保険者とする。 
         (１) 保険料の所得段階区分が第２段階（条例第３条第１項第２号に掲げる区 
          分）であること。 
         (２) 世帯（同一の住居に居住し、生計を一にしている者は同一世帯とする）  
         の申請年の年間収入見込み額（給与、年金、事業所得等を含むすべての収   
        入）が別表１にもとづき算定した額（以下「基準額」という）の範囲内で    
       あること。 
         (３) 市民税を課税されている者の所得税又は個人市町村民税の扶養控除にお 
          いて、扶養親族となっていないこと。 
         (４) 市民税を課税されている者が被保険者となっている健康保険などの医療 
          保険において、被扶養者となっていないこと。 
         (５) 第１号被保険者及びその世帯に属する者の預貯金、国債、地方債等の元  
         本の合計額が、基準額の２倍以下の額であり、かつ３００万円を超えない   
        こと。 
         (６) 第１号被保険者及びその世帯に属する者が、居住用以外に処分可能な土 
          地及び家屋を有していないこと。 
         (７) 減免申請時点において、介護保険料の滞納がないこと。但し、保険料収  
         納課において納付相談のうえ、納付誓約書の提出がある場合は、この限り   
        でない。 
    ※年間収入の算定方法 
     第３条 前条第２項第２号の世帯の年間収入額は、次に掲げる区分によりそれぞれ算定 
       し、それらを合算するものとする。 
         (１) 給与（給与所得控除後の額）及び年金の収入額 
         (２)  事業所得、不動産所得等の所得金額（必要経費を控除した額） 
         (３)  前各号に掲げる以外の収入金額 
        ２．前条第２項第２号の世帯の年間収入額の算定にあたっては、次の各号に掲げ 
        るもののうち当該第１号被保険者の居住用の土地及び家屋に係る部分を控除す 
        るものとする。 
          (１) 地代及び家賃   
         (２)  固定資産税 
     介護保険料減免基準額  別表１  

 【第１類】  【第２類】  

 年齢区分  基 準 額 基 準 額 在宅者 基 準 額 基 準 額 

 



  （月額）  （年額）  人 員  （月額）  （年額） 

     ０歳    13,650   163,800    １    39,600   475,200 
 １～２歳    19,870   238,440    ２    43,830   525,960 

 ３～５歳    24,570   294,840    ３    48,590   583,080 

 ６～８歳    29,200   350,400    ４    52,870   634,440 

 ９～11歳    33,230   398,760    ５    53,270   639,240 

 12～14歳    40,130   481,560    ６    53,670   644,040 

 15～17歳    43,130   517,560    ７    54,070   648,840 

 18～19歳    38,300   459,600    ８    54,470   653,640 

 20～40歳    36,450   437,400    ９    54,870   658,440 

 41～59歳    34,820   417,840    10    55,270   663,240 

 60～69歳    32,910   394,920    11    55,670   668,040 

 

 70歳以上    29,480   353,760    12    56,070   672,840 

 

 
 
 
  ＜宇土市＞ 
    宇土市介護保険料減免基準に関する規則 
    ※条例第７条第５号で認める要件 
     第４条 条例第７条第５号に規定する特別な理由とは、貧困その他の理由により生活が 
       著しく困窮（以下生活困窮という）していることとする。 
    ※生活困窮による減額 
     第５条 前条の規定により、第１号被保険者の世帯に係る申請日の属する月の収入見込 
       額及び前３月間の収入額（生活保護法による保護の実施要領についての平均収入  
      額が、基準生活費）に満たない場合であって、次に掲げる要件をすべて満たした   
     ときは、条例第２条第１号の介護保険料を適用することができる。 
             (１) 令第３８条第１項第２号イに規定する者であること。 
       (２) 第１号被保険者及びその属する世帯全員に、前年の所得がないこと。 
       (３) 市町村民税納税者と生計をともにしていないこと。 
       (４)  第１号被保険者及びその属する世帯全員の現金、預貯金又は有価証券等の保 
         有総額が基準生活費の３月分未満であること。 
       (５) 資産等を活用してもなお生活が困窮していると認められる者であること。 
 
 
 
 
 



 
＜熊本県内圏域別各市町村の介護保険料基準額・条例入手状況等＞   

 熊本県労福協 
                                                            ２００４．１．２２現在 
 
 第１段階   老齢年金受給者・生活保護受給者・・・・・・・基準額×０．５０ 
 第２段階    市町村民税世帯非課税・・・・・・・・・・・・基準額×０．７５ 
 第３段階  市町村民税本人非課税＝所得１２５万円以下・・基準額×１．００ 
 第４段階    市町村民税本人課税＝所得２００万円以下・・・基準額×１．２５ 
  第５段階    市町村民税本人課税＝所得２００万円以上・・・基準額×１．５０ 
  注１．条例は介護保険条例をいい、○は入手済み 
 注２．規則は介護保険条例施行規則をいい、○は入手済み、×は制定していない。 
 注３．減免は各市町村独自の減免条項が有るか無いかで左○は有り、×は無しを表示、また減免  
  に関する条例が別に制定しているところは右に○、制定していないところは右に×。 
 
【荒尾玉名】 
 

 市町村名   年額保険料    月額保険料      増 減 額  条例  規則  減免 
 荒尾市    ５２，８００     ４，４００     １，４６７   ○   ○   × 
 玉名市    ５０，１６０     ４，１８０     １，０５０   ○   ○  ○× 
 天水町    ４０，８００     ３，４００       ▲４４０   ○   ○   × 
 玉東町    ５３，８８０     ４，４９０     １，１４０   ○   ○   × 
 横島町    ４３，２００     ３，６００         ６００    
 岱明町    ４６，３２０     ３，８６０         ８６０   ○   ○   × 
 長洲町    ３９，６００     ３，３００         ４００   ○   ○   × 
 菊水町    ５８，８００     ４，９００     １，６００   ○   ×   × 
 三加和町    ４６，８００     ３，９００     １，３００    ×   × 

 

 南関町    ３８，４００     ３，２００             ０   ○   ○   × 

 

 
 
 
【鹿本】 
 

 市町村名   年額保険料    月額保険料      増 減 額  条例  規則  減免 
 山鹿市    ４２，２４０     ３，５２０         ９２０   ○   ○   × 
 菊鹿町    ３６，０００     ３，０００         ３００   ○   ×   × 
 鹿本町    ３６，４００     ３，０３３         １６６   ○   ×   × 
 鹿北町    ４２，０００     ３，５００         ７００   ○   ×   × 
 植木町    ４３，６００     ３，６３３         ５６６   ○   ×  ○○ 

 

 鹿央町    ３８，８８０     ３，２４０         ２６０   ○   ×   × 

 

 
                                                  市町村合併を考慮し規則は未作成 
【菊池】 
 

 市町村名   年額保険料    月額保険料      増 減 額  条例  規則  減免 
 菊池市    ４５，３００     ３，７７５         ７７５   ○   ○  ○○ 
 菊陽町    ４０，８００     ３，４００         ４００   ○   ○  ○△ 
 大津町    ４３，８００     ３，６５０         ８９０   ○   ○○ 
 合志町    ４３，２００     ３，６００         ７００   ○   ○  ○△ 
 西合志町    ４４，４００     ３，７００         ８００   ○   ○  ○○ 
 七城町    ３９，６００     ３，３００         ４００   ○    × 
 泗水町    ４０，８００     ３，４００         ４００   ○   ×  ○× 

 

 旭志村    ３８，４００     ３，２００         ３００    

 

 



                                                                  △＝準備中 
 
【阿蘇】 
 

 市町村名   年額保険料    月額保険料      増 減 額  条例  規則  減免 
 南小国町    ３５，１００     ２，９２５         ２００   ○    × 
 阿蘇町    ４２，３６０     ３，５３０         ６８０   ○   ○○ 
 一の宮町    ４２，６００     ３，５５０         ６０８   ○    × 
 小国町    ３６，７００     ３，０５８         ４２５   ○   ×  ○○ 
 蘇陽町    ４３，２００     ３，６００         ５００   ○    × 
 高森町    ４０，８００     ３，４００         ６００   ○    × 
 産山村    ４３，２００     ３，６００         ５５８   ○    × 
 波野村    ３８，１００     ３，１７５         ５７５   ○    × 
 白水村    ４３，２００     ３，６００         ７００   ○    × 
 久木野村    ４７，８００     ３，９８３     １，０００   ○    × 
 長陽村    ４８，５００     ４，０４２     １，３００   ○    × 

 

 西原村    ３７，９２０     ３，１６０         １６０   ○    × 

 

 
 
【上益城】 
 

 市町村名   年額保険料    月額保険料      増 減 額  条例  規則  減免 
 矢部町    ４７，７６０     ３，９８０         ６００   ○    × 
 益城町    ４８，０００     ４，０００         ９０８   ○    × 
 嘉島町    ４０，８００     ３，４００         ２７０   ○    × 
 御船町    ４４，８００     ３，７３３         ５３３   ○    × 
 甲佐町    ４４，８８０     ３，７４０         ４５０   ○    × 

 

 清和村    ４２，９６０     ３，５８０          ６０   ○    × 

 

 
 
【熊本】   
 

 市町村名   年額保険料    月額保険料      増 減 額  条例  規則  減免  
 熊本市    ４８，０００     ４，０００         ７５０   ○   ○  ○○ 

 

 
 
【宇城】 
 

 市町村名   年額保険料    月額保険料      増 減 額  条例  規則  減免 

 宇土市    ４２，９００     ３，５７５         ５８３   ○   ○  ○○ 

 富合町    ４８，０００     ４，０００     １，０００   ○    × 

 松橋町    ４７，７００     ３，９７５     １，１７５   ○    × 

 豊野町    ４３，２００     ３，６００         ６００   ○    × 

 小川町    ４２，０００     ３，５００         ９００   ○    × 

 砥用町    ５７，０００     ４，７５０     １，５２４   ○    × 

 城南町    ４５，６００     ３，８００         ７６０   ○    × 

 中央町    ５４，０００     ４，５００     １，５００    

 

 三角町    ５２，０００     ４，３３３     １，５３３   ○    × 

 



  不知火町    ４０，０００     ３，３３３         ６３３   ○    ×  
 
【天草】 
 

 市町村名   年額保険料    月額保険料      増 減 額  条例  規則  減免 

 本渡市    ３９，６００     ３，３００         ４０８   ○   ○  ○○ 

 牛深市    ３７，２００     ３，１００         １００   ○    × 

 五和町    ４６，７００     ３，８９２         ６３４   ○    × 

 大矢野町    ４３，２００     ３，６００         ６４４   ○    × 

 松島町    ４４，７２４     ３，７２７         ６７７   ○    × 

 有明町    ４６，５００     ３，８７５         ７８３   ○    × 

 姫戸町    ４４，５００     ３，７０８         ６７５   ○    × 

 龍ヶ岳町    ４５，０００     ３，７５０         ３７５   ○    × 

 御所浦町    ４１，４００     ３，４５０         ５５０   ○    × 

 倉岳町    ３７，４００     ３，１１７             ０   ○    × 

 栖本町    ３８，２００     ３，１８３         ３１６   ○    × 

 新和町    ４７，５００     ３，９５８         ９１６   ○    × 

 天草町    ４２，６００     ３，５５０         ３２５   ○    × 

 河浦町    ４６，５６０     ３，８８０         ７３０   ○    × 

 

 苓北町    ３９，６００     ３，３００         ３００   ○    × 

 

 
【八代】 
 

 市町村名   年額保険料    月額保険料      増 減 額  条例  規則  減免 

 八代市    ４５，０００     ３，７５０         ５００   ○   ○   × 

 千丁町    ４１，９００     ３，４９２         ５８４   ○    × 

 錦町    ４８，７００     ４，０５８     １，０２５   ○    × 

 竜北町    ４５，６００     ３，８００         ５８３   ○    × 

 宮原町    ４５，４００     ３，７８３         １００   ○    × 

 東陽村    ４５，０００     ３，７５０         ５３３   ○    × 

 坂本村    ３９，５００     ３，２９２         ４０９   ○    × 

 

 泉村    ３７，１００     ３，０９２         ７３４   ○    × 

 

 
【芦北水俣】 
 

 市町村名   年額保険料    月額保険料      増 減 額  条例  規則  減免 

 水俣市    ４２，９００     ３，５７５         ４８３   ○   ○  ○○ 

 芦北町    ４２，６００     ３，５５０         ６１７    

 

 田浦町    ５７，０００     ４，７５０     １，９３３    

 



  津奈木町    ４７，４００     ３，９５０     １，０４２   ○    ×  
 
【人吉球磨】 
 

 市町村名   年額保険料    月額保険料      増 減 額  条例  規則  減免 

 人吉市    ４５，５００     ３，７９２         ７８４   ○   ○   × 

 錦町    ４３，２００     ３，６００         ７００   ○    × 

 多良木町    ４６，８００     ３，９００     １，１００   ○    × 

 湯前町    ４０，８００     ３，４００         ６００   ○    × 

 水上村    ３７，２００     ３，１００         ３６０   ○    × 

 相良村    ５２，８００     ４，４００         ６００   ○    × 

 五木村    ３４，４４０     ２，８７０         ４１５   ○    × 

 山江村    ５４，０００     ４，５００     １，４００   ○    × 

 球磨村    ５２，８００     ４，４００     １，１００    

 

 あさぎり    ４５，７２０     ３，８１０  ※４月１日発足   ○    × 

 

 
                                                                                
※月額は年額を１２ヶ月で割った額 
※あさぎり町の旧町村の増減額は、上村５１０円、免田町８１０円、岡原村１，４１０円、 
 須恵村１，４１０円、深田村１，０９０円 
 


